
 

 

 

 

 

 

平成 26 年度若者支援プロジェクトの取組方針について 

 

【要旨】  

県では、今年度から若者が活躍する地域づくりを進めてきましたが、この度、

平成 26 年度における「若者支援プロジェクト」の取組方針を定めましたので、

その考え方、取組内容等についてお知らせします。 

 

１ 取組方針 

(1) 方向性  

若者の流出防止や定着支援の取組のみならず、若者自身に内在するパワーを引き出

し、更に個々の若者を有機的に連結、ネットワーク化することにより、若者が行動す

るための大きなエネルギーとして増幅させ、新たな岩手の魅力（ソフトパワー）を形

づくる。  

(2) コンセプト  

多様な主体・世代間の連携、ネットワークにより若者が主役になって躍動し、自己

実現を果たすことが、若者や文化を中心とする地域振興、すなわち「クリエイティブ

いわて」の実現であり、ひいてはすべての世代が元気な地域社会につながる。  

(3) 行動計画  

県の取組内容を政策パッケージ化し、平成 26 年度のアクションプラン「若者支援

プロジェクト」を推進  

 

２ 中核的な取組とねらい  

(1) リアル、バーチャル双方での若者の交流とネットワーク形成の場づくり  

(2) ユニークな若者らしい構想実現に向けた支援  

(3) オール岩手で若者を応援する体制づくり  

(4) 岩手の若者の活躍を内外に情報発信  

(5) 各施策分野での若者支援施策の体系的・重点的な展開  

 

３ 組織強化 

環境生活部内に「若者女性協働推進室」を設置し、部局

連携により若者支援プロジェクトを推進する。  
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